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葬送式における内閣総理大臣名の供花について（通達） 

 

 自衛隊の礼式に関する訓令（昭和３９年防衛庁訓令第１４号）第６６条

の規定に基づき葬送式を行う場合であって、防衛大臣が次の各号の１に該

当すると認め内閣総理大臣の了解を得たときには、内閣総理大臣名の供花

を行うこととされたので、大臣官房長、防衛省本省の施設等機関の長、各

幕僚長、情報本部長、防衛監察監若しくは地方防衛局長又は防衛装備庁長

官は、次の各号の１に該当すると認める場合には、その旨適宜の方法で人

事教育局長に通知し、人事教育局長の指定するところに従って内閣総理大

臣名の供花を準備されたい。 

１ 災害派遣により派遣され一身の危険を顧みることなくその職務を遂

行したため死亡した場合 

２ 自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機、艦船その他防衛

の用に供する物又は施設を防護するため、一身の危険を顧みることなく

その職務を遂行したため死亡した場合 

３ 司法警察職員として一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し



たため死亡した場合 

４ 航空従事者たる隊員、航空業務に関する技能の修得を命ぜられている

隊員又は機上で勤務することを命ぜられている隊員が航空機にとう乗

して職務に従事中その職務に特有な事故により死亡した場合 

５ 空挺隊員、空挺訓練生若しくは落下さん基地整備員たる隊員又は救難

降下員若しくは救難降下訓練生たる隊員が、航空機にとう乗して職務に

従事中又は落下さんを利用する降下作業に従事中その職務に特有な事

故により死亡した場合 

６ 潜水艦に乗組みを命ぜられた隊員が潜航中の潜水艦内における職務

に従事中その職務に特有の事故により死亡した場合 

７ 機雷、不発弾その他危険物の除去若しくは処理又は弾火薬若しくは化

学防護弾等に係る危険物の試験若しくは検査に従事中その職務に特有

の事故により死亡した場合 

８ 潜水作業中その職務に特有の事故により死亡した場合 

９ レンジャー訓練、ヘリボーン訓練その他自衛隊特有の業務、訓練及び

演習時における事故により死亡した場合 

10 第 1 級賞詞以上の表彰を受けた隊員が公務により死亡した場合 

11 その他内閣総理大臣名の供花を行うことが適当である場合 


